
第２３回高山市農業委員会議事録 

 

会議の日時 平成２８年４月２６日（火） 午後１時３０分より 

 

会議の場所 高山市役所 地下 大会議室  

     

会議に附した議案題目 

 

日程第 １  議事録署名者の指名について 

 

日程第 ２ 

 

 会期の決定について 

 

日程第 ３ 報第４４号 農業生産法人の報告等について 

 

日程第 ４ 報第４５号 

 

地積調査事業の成果による地目変更について 

日程第 ５ 議第１３６号 

 

農地法第３条の規定による権利移動の許可につ

いて 

日程第 ６ 議第１３７号 

 

農地法第４条の規定による使用目的変更の許可

申請に意見を付する件について 

日程第 ７ 議第１３８号 

 

農地法第５条の規定による権利移動の上使用目

的変更の許可申請に意見を付する件について 

日程第 ８ 議第１３９号 農地転用許可後の事業計画変更の承認申請に意

見を付する件について 

日程第 ９ 議第１４０号 農地法第３条の規定による権利移動の買受適格

証明願について 

日程第１０ 議第１４１号 現況農地でないものの証明願に意見を付する件

について 

日程第１１ 議第１４２号 農地所有適格法人の適格者証明について 

 

日程第１２ 議第１４３号 農用地利用集積計画の決定について 
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○本日会議に欠席した事務局職員 

 

 

 

 



職 務 代 理 

 

 

ただいまより第２３回高山市農業委員会を開催いたします。 

本日は、4 番 大森委員の欠席報告をいただいております。よっ

て、現在の出席委員は、３６名中３５名であり過半数に達している

ため、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により総会

は成立しますことをご報告いたします。 

続きまして、会長より挨拶を願います。 

 

会 長 

 

 

ご苦労様でございます。4 月より新しい体制で動き出しますがど

うぞよろしくお願いします。    

今、九州では御承知の通り地震で大変なことになっております。

当委員会でも出来る事を役員会にて検討し、お役にたてる事を考え

て対応したいと思っております。遠くの事のように感じますが後で

聞くと、東海大学農学部の農場に高山の人が一人みえたようですが

無事であり親御さんが後で迎えに行かれたようで、日本は狭いなと

思いました。早く地震が止まって、復旧への道が進む事を願うばか

りです。                           

本日は、春ですが初夏の陽気で仕事日和のなか集まって頂き有難

うございます。私の周りでも桜が残っている中で花水木、つつじ、

どうだんつつじが咲き、まさに百花繚乱を目の前で見ているような

状況です。さてこの花が済んだ後，どんな気候になるのかなと思う

くらい不思議な春となっております。 

本年度も始まりましたが良い年である事を願わずにはおられま

せん。今日も色々ご協議頂く事が沢山ありますので、最後まで宜し

くお願いします。 

                     

職 務 代 理 ありがとうございました。 

それでは日程に従いただいまから議事に移ります。 

会長が議長を務め、進行いただきます。 

 

議 長 

 

議事前に農業委員会憲章の朗唱をお願いします。 

 

 

（憲章朗唱） 

 

議     長 

 

日程第１ 議事録署名者の指名について を議題といたします。 

議事録署名者の指名については、議長指名で異議ございません

か。 



 

 （異議なし） 

 

議     長 

 

異議がありませんので、指名をさせていただきます。 

議席番号 １４番 野村 委員と、１５番 杉本 委員を指名し

ますのでお願いします。 

 

議     長 

 

日程第２ 会期の決定について を議題といたします。 

会期は本日１日といたしたいと存じますが、異議ございません

か。 

 （異議なし） 

 

議     長 

 

異議なしと認めまして、会期は本日１日と決定いたします。 

 

それでは議事に移ります。 

日程第３ 報第４４号 農業生産法人の報告等について を議

題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

小笠原 

農地主事 

 

それでは、日程第３ 報第４４号 農業生産法人報告書の提出状

況について報告いたします。 

今回は４７法人のうち６法人から報告書が提出されました。   

農業生産法人につきましては、４つの要件があり、①法人形態②

事業要件③構成員要件④役員要件について、報告を受けた資料によ

り確認しております。 

 

１番、冬頭町にあります株式会社は認定農業者であり、田 0.8 ha

を耕作しております。経営内容につきましては肉用牛肥育で、一部

一貫経営、肉牛 200 頭、母牛 2 頭を肥育し、水稲を栽培しており

ます。 

２番、清見町にあります有限会社は、認定農業者であり、田

1.0ha、畑 0.2ha を耕作しております。経営内容につきましては肉

用牛肥育で、肥育牛 110 頭を肥育し、水稲、トマトの栽培を行って

おります。 

３番、国府町にあります農事組合法人は認定農業者であり、田 

6.4ha を耕作しております。経営内容につきましては、水稲栽培と



農作業受託をしております。 

４番、奥飛騨温泉郷にあります有限会社は、田 0.2ha、畑 0.1 ㏊、

計 0.3 ㏊を経営耕作しております。経営内容につきましては、一般

野菜を栽培しています。昨年秋まで旅館業もありましたが、現在は

農業経営のみとなりました。 

５番、八日町にあります農事組合法人は認定農業者であり、田 

2.7ha、採草地 1.5 ㏊、計 4.2 ㏊を経営耕作しております。経営内

容につきましては、和牛繁殖を経営しており、母牛 30 頭 子牛 17

頭、計 47 頭を飼育しております。この他、野菜の栽培と農作業受

託をしております。 

６番、国府町にあります農事組合法人は認定農業者であり、田 

65.0ha を経営耕作しております。経営内容につきましては、水稲

の栽培、ＷＣＳ、大麦、ソバ、農作業受託をしております。 

 

以上、６件について報告いたします。 

 

議 長 以上、報告のとおり確認しました。 

続きまして、日程第４ 報第４５号 地籍調査事業の成果による

地目変更について を議題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

野 畑 書 記

（ 国 府 ） 

国府町今地内において、地籍調査を行い地目農地についての変更

を報告いたします。 

畑等で 43 筆、35,297 ㎡が調査後で畑等で 41 筆、25,222 ㎡とな

りました。 

国府町内での計画面積の約 60％が完了します。 

以上 報告をさせていただきます。 

 

職 務 代 理 墓地が多数あるが、勝手に墓地にしておいて、調査が実施されれ

ばそのまま変更できてしまうのか。 

 

野 畑 書 記

（ 国 府 ） 

墓地埋葬法により、墓地を新設する際は法人等が許可を受ける必

要がありますが、法が出来る以前から墓地としていたところは墓地

とすることが出来ます。法整備以前のものは、従前からの墓地とし

て認められるものです。 

 



 

議     長 

 

 

 

 

以上、報告のとおり確認しました。 

続きまして、日程第５ 議第１３６号 農地法第３条の規定によ

る権利移動の許可について を議題とします。  

 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 

 

 

本日上程しました案件につきましては、農地法第３条第２項の各

号には該当していないことを事前に審査しており、許可要件を満た

しております。また、受人の耕作面積並びに農業従事者についても

申請書記載内容を確認しておりますので予め報告いたします。 

今回は、８件の上程となります。 

 

１番・２番は、下岡本町の案件です。２件併せて現況含む畑２筆 

1,972 ㎡を解除条件付きで賃貸契約します。受人の耕作面積は

1,821 ㎡、作付けについてはトマト・露地野菜の予定です。トマト

を集約的に栽培する予定です。 

３番・４番は、清見町大原の案件になります。２件で田５筆 

5,284 ㎡を解除条件付きで使用貸借契約します。受人は長年地区の

農園で就農して実績を積み、新たな地域の担い手として期待されて

います。作付はとうもろこしの予定です。 

５番は、清見町牧ケ洞の案件です。田１筆 1,115 ㎡を賃貸契約

して規模拡大します。受人の耕作面積は 5,952 ㎡、作付は水稲の予

定です。 

６番は、清見町藤瀬の案件になります。田２筆 1,933 ㎡を賃貸

契約して規模拡大します。受人の耕作面積は 6,048 ㎡、作付けにつ

いては水稲の予定です。 

７番は、国府町宮地の案件になります。田１筆 434 ㎡を隣地取

得するものです。受人の耕作面積は 18,821 ㎡、作付けについては

水稲の予定です。 

８番は、上宝町宮原の案件になります。田４筆 917 ㎡を取得す

るものです。受人の耕作面積は 8,457 ㎡、作付けについては水稲の

予定です。 

 

以上、８件、田畑１５筆で合計 11,655 ㎡についてご審議をお

願いいたします。 



 

議 長 ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

 （意見なし） 

 

議 長 ご意見がありませんので異議なしと認め、農地法第３条の規定に

よる権利移動の許可については許可することと決定いたします。 

続きまして、日程第６ 議第１３７号 農地法第４条の規定によ

る使用目的変更の許可申請に意見を付する件について を議題と

します。 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 最初に、農地区分は１０㏊以上の集団農地を第１種農地、市街地

区域内の用途指定区域を第３種農地、また市街地区域内にある第３

種農地には該当しないもの及び市街地近郊農地を第２種農地と判

断し、上程にあたっては農地転用許可基準に基づき、立地基準・一

般基準に照合しつつ事前審査し確認しておりますので予め報告を

いたします。 

今回は、６件の上程となります。 

 

１番は、西之一色町 3 丁目の案件です。田畑９筆 5,653 ㎡につ

いて、植林する申請です。水路筋骨があり関係課の確認を要します。 

２番は、岡本町 1 丁目の案件です。田１筆 475 ㎡について、貸

駐車場に転用する申請です。 

３番は、岡本町 2 丁目の案件です。田２筆 210 ㎡について貸駐

車場に転用する申請です。 

４番は、松之木町の案件です。田３筆 745 ㎡を個人住宅に転用

する申請です。既転用のため追認を求める申請です。 

５番は、石浦町 7 丁目の案件です。田１筆 318 ㎡を一体利用地

とあわせて賃貸アパートに転用する申請です。まちづくり条例の確

認対象です。 

６番は、丹生川町町方の案件です。田２筆 1,125 ㎡を貸駐車場

に転用する申請です。既転用のため追認を求めるものです。 

 

以上、６件、田畑１８筆で 計 8,526 ㎡についてご審議をお願

いいたします。 



 

議 長 

 

ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

田中（正）  1 番は、植林できるような立地か。 

 

池 田 書 記  山林に隣接しており、可能です。スギ・ヒノキの予定です。 

  

議 長 他にご意見等ありませんか。 

 

 

（意見なし） 

 

議 長 ご意見がありませんので異議なしと認め、農地法第４条の規定に

よる使用目的変更の許可申請に意見を付する件については許可相

当として意見を付することに決定いたします。 

続きまして、日程第７ 議第１３８号 農地法第 5 条の規定によ

る権利移動の上使用目的変更の許可申請に意見を付する件につい

て を議題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 当５条においても許可の立地基準・一般基準に照合しつつ、いず

れも農振外または除外手続き中であることを確認しておりますの

で報告いたします。 

本日は１５件の上程です。 

 

１番は、千島町の案件です。田１筆 321 ㎡について、個人住宅

に転用する申請です。 

２番は、本母町の案件です。田２筆 994 ㎡について、宅地分譲

する申請です。３区画の予定でまちづくり条例の確認対象です。 

３番は、山田町の案件です。田１筆の一部 208 ㎡について、農

家住宅に転用する申請です。農業用倉庫として使用していました。 

４番は、下之切町の案件です。田１筆の一部 1,110 ㎡について、

分譲住宅に転用する申請です。４区画の予定でまちづくり条例の確

認対象です。 

５番は、松之木町の案件です。田１筆 1,600 ㎡について、建設

機械の展示場とする申請です。既転用であったため追認を求めるも

のです。 

６番は、中山町の案件です。畑１筆 402 ㎡を、宅地分譲する申



請です。 

７番は、丹生川町北方の案件です。田３筆 992 ㎡を個人住宅と

音楽教室に転用する申請です。既転用であったため追認を求めるも

のです。 

８番は、丹生川町新張の案件です。田２筆 2,537 ㎡について一

体利用地と併せて畜舎に転用する申請です。大規模開発計画の確認

対象です。 

９番は、丹生川町下保の案件です。畑１筆 481 ㎡について、個

人住宅に転用する申請です。 

１０番は、久々野町久々野の案件です。田１筆 9.91 ㎡につい

て、個人住宅に転用する申請です。既転用であったため追認を求め

るものです。 

１１番は、朝日町見座の案件です。畑１筆の一部 42 ㎡につい

て、住宅に転用する申請です。既転用であったため追認を求めるも

のです。 

１２番は、国府町宮地の案件です。畑１筆 19 ㎡について、植

林する申請です。 

１３番は、国府町宮地の案件です。畑１筆 199 ㎡を、個人住宅

に転用する申請です。 

１４番は、奥飛騨温泉郷平湯の案件です。田１筆 89 ㎡を、植

林にする申請です。隣接に山林を所有している受人が買い取るもの

です。 

１５番は、上宝町鼠餅の案件です。田１筆 119 ㎡について、山

林に転用する申請です。 

 

以上１５件、田畑１９筆、9,122.91 ㎡についてご審議をお願い

いたします。 

 

議 長 

 

ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

議 長 4 番は、農振農用地ではないか。 

 

舩 坂 書 記 H27 の特別管理で除外されております。 

 

加 藤 委 員 5 番は、以前に分譲住宅で許可をしたところではないか。 

 



池 田 書 記 その個所の隣になります。 

 

議 長 他にご意見ございませんか。 

 （意見なし） 

 

議 長 

 

ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、農地法第

５条の規定による権利移動の上使用目的変更の許可申請に意見を

付する件については許可相当として意見を付することに決定いた

します。 

続きまして、日程第８ 議第１３９号 農地転用許可後の事業計

画変更の承認申請に意見を付する件について を議題といたしま

す。 

 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 今回は、３件の上程となります。変更点に下線を追加しています。 

 

１番は、下林町の案件になります。変更申請については、目的の

変更です。当初、個人住宅の許可を受けた申請地でしたが、目的を

貸駐車場に変更するものです。  

２番は、上岡本町４丁目の案件になります。変更申請については、

事業者・目的の変更です。当初の貸駐車場の許可をもって造成して

いたところ、個人の駐車場としたい申し出があり、それを受けて目

的の変更です。  

３番は、久々野町無数河の案件になります。変更申請については、

一時転用期間の延長変更です。 

 

以上３件について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長 ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 

議 長 1 番は、1 筆全部が畑となっているか。昔は家が建っていたよう

だが。 

池 田 書 記 登記簿の確認で、1筆全部が畑となっております。 

 

議 長 他にご意見ございませんか。 



 （意見なし） 

 

議 長 

 

 

ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、農地転用

許可後の事業計画変更の承認申請に意見を付する件については許

可相当として意見を付することに決定いたします。 

続きまして、日程第９ 議第１４０号 農地法第 3条の規定によ

る権利移動の買受適格証明願について を議題といたします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 この件は、裁判所が競売に出している物件で農地が含まれる場

合、入札参加資格を得るためその証明を求めるものです。あくまで、

参加資格を証明するだけで、申請者が落札した場合は、改めて、３

条申請による転用許可が必要となります。 

今回は、１件の上程となります。 

 

場所は、丹生川町町方地区の農地 ３筆、1,163 ㎡です。申請者

は、同町内の認定農業者で、申請地の隣接に農地を持ち、22,058

㎡を耕作する方です。 

以上、１件についてご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長 ただいまの件についてご意見ございませんか。 

 （意見なし） 

 

議 長 ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、農地法第

3条の規定による権利移動の買受適格証明願について は許可相当

として意見を付することに決定いたします。 

続きまして、日程第１０ 議第１４１号 現況農地でないものの

証明願に意見を付する件について を議題といたします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

池 田 書 記 今回は、１件の上程となります。 

丹生川町白井の案件になります。畑１筆 65 ㎡について宅地と

して地目認定を求めるものです。申請地については、昭和 27 年転

用され、家屋登記されていることを確認しております。 



 

以上１件について、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議 長 ただいまの説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 （意見なし） 

 

議 長 ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、現況農地

でないものの証明願に意見を付する件については、許可相当として

意見を付することに決定いたします。 

続きまして、日程第１１ 議第１４２号 農地所有適格法人の適

格者証明について を議題といたします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

小笠原 

農地主事 

当該案件は農業生産法人の名称でしたが、農地法の改正により農

業生産法人から農地所有適格法人に変更されたことに伴い、その名

称に改めております。 

農地法第２条の規定により、農地所有適格法人の判断基準があ

り、４つの要件をすべて備えた時点で農地所有適格法人となりま

す。 

１番 江名子町の当該法人について、平成２８年２月に適格説明

書が提出されましたのでご審査をお願いします。 

定款により当該法人は株式会社と確認しています。事業計画書で

は売り上げの全てが加工販売を含む農業部門となっています。 

加工販売については、花もち、トマトジュースで、市内スーパー

や地場市場などに卸されています。 

構成員は出資者兼役員の夫婦と、両親で構成されており、４名と

もに年間２２０から２８０日、農業従事しています。 

役員４名が農業常時従事で、かつ役員４名ともに法人が行う農作

業に２２０日以上従事する計画になっています。 

今後、経営規模拡大により生産量を増やし、ジュース等加工販売

事業の拡大を進めるとともに、米加工品の販路を拡大させ、経営の

安定化を図るというものです。 

２番 久々野町の当該法人について、平成２８年３月に適格説明

書が提出されました。 

定款によりは株式会社であることを確認しています。事業計画書



では和牛繁殖・肉牛を事業経営し、売り上げのすべてが畜産事業で、

農業部門となっています。 

構成員は出資者兼役員の３名で構成されており、農地を提供した

１名と、他の２名は年間３００から３３０日、農業従事しています。 

役員は３名が農業常時従事で、かつ役員３名は、法人が行う農作

業に６０日以上従事する計画となっております。 

今後、農地所有適格法人として、繁殖・肉牛経営の中で、一部一

貫経営を行い、良質の肉牛生産により売上額の向上を図るととも

に、育種価の高い牛を残して市場性の高い子牛販売を進め、所得増

大を目指すものです。 

３番の匠ヶ丘町の法人について、平成２８年３月に適格説明書が

提出されました。 

定款により当該法人は株式会社であることを確認しています。 

事業計画書では水田作業受託及び水稲事業を経営しており、売り

上げのすべてが農業部門となっています。 

構成員は代表取締役の本人と役員２名、従業員２名で構成されて

おり、事業計画では５名ともに３００日、常時従事となっています。 

役員３名は農業常時従事で、かつ法人が行う農作業に３００日従

事する計画になっております。 

今後、法人として、経営規模拡大と、各作業の効率向上、時間・

経費の削減を図るとともに、自社精米による消費者への直接販売を

進め、収益増加を図るというものです。 

４番 上野町の当該法人について、平成２８年３月に適格説明書

が提出されました。 

定款により当該法人は株式会社であることを確認しています。 

事業計画書では、和牛繁殖と水稲事業を経営しており、売り上げ

のすべてが農業部門となっています。 

構成員は、代表取締役の本人と役員１名、の２名で構成されてお

り、事業計画では２名ともに２５０日から３００日、常時従事とな

っています。 

役員２名は農業常時従事で、かつ法人が行う農作業に２５０日か

ら３００日、従事する計画になっております。 

今後、和牛繁殖牛の増頭による経営規模拡大と、飼料作物栽培に

より自給率を向上させるとともに、水稲では、堆肥を利用した「こ

だわり米」を生産販売し、経営の安定を図るというものです。 

５番 丹生川町の当該法人について、平成２８年３月に適格説明



書が提出されました。 

定款により、当該法人が株式会社であることを確認しています。 

事業計画書ではトマト栽培及び水田作業受託、水稲事業を経営し

ており、売り上げのすべてが農業部門となっています。 

構成員は代表取締役の本人と役員２名、の３名で構成されてお

り、事業計画では３名ともに１８０日から２５０日、常時従事とな

っています。 

役員３名は農業常時従事で、かつ法人が行う農作業に１８０日か

ら２５０日、従事する計画になっています。 

今後、農業生産法人として、水稲作付面積の拡大と栽培管理の徹

底により生産量の増大と品質向上を図るとともに、大型機械導入に

より作業効率向上と省力化を進め、経営の安定化を図るというもの

です。 

以上５件の適格者証明についてご審議の上決定くださいますよ

うお諮りします 

 

議 長 ただいまの説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

加 藤 委 員 ３番についてお尋ねします。この法人の社長は上宝町大坂峠付近

でホウレンソウ栽培を予定している。この計画では米の生産販売と

なっているが、この他の事業については承知していますか。 

 

小笠原 

農地主事 

当該法人の中での事業内容が、米の生産販売となっています。 

個々の農業経営とともに、共同で作業を行う事業計画となってい

ます。 

 

議 長 ４番が委員関連案件のため、先に採決取ります。異議ございませ

んか。 

 異議なし。 

議 長 １・２・３・５番についてご異議ございませんか。 

 異議なし。 

 

議 長 ご意見等もございませんので、異議なしと認めまして、農地所有

適格法人の適格者証明については、許可相当として意見を付するこ

とに決定いたします。 

続きまして、日程第１２ 議第１４３号 農用地利用集積計画の



決定について を議題といたします。 

１～２４番は委員案件であります。該当委員は議事参与できませ

んのでお願いします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩 坂 書 記 

 

 

 

本日は７０件の利用権設定についての上程です。なお、当申請に

ついては農業経営基盤強化促進法第１８条第３項による要件に該

当しております。 

１～２４番は委員関連案件ですので、最初にご説明いたします。 

１～２４番について、農地所有適格法人で認定農業者である借人

は水稲の経営をしており、田５０筆７４，９１６㎡を新規、更新５

～１１年の賃貸借権を設定し、水稲を生産するものです。 

以上、１～２４番につきましてご審議をお願いいたします。 

 

議 長 ただいま説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用集

積計画の決定について、１～２４番について承認といたします。 

１～２４番関係委員の議事参与制限を解きます。 

 続きまして２５番は委員案件であります。該当委員は議事参与で

きませんのでお願いします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩 坂 書 記 ２５番について、認定農業者である借人は水稲の経営をしてお

り、田３筆２，３０９㎡を更新１０年の賃貸借権を設定し、水稲を

生産するものです。 

以上、２５番につきましてご審議をお願いいたします。 

 

議 長 

 

ただいま説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 



議 長 意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用集

積計画の決定について、２５番について承認といたします。 

２５番関係委員の議事参与制限を解きます。 

 続きまして２６番は委員案件であります。該当委員は議事参与で

きませんのでお願いします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩 坂 書 記 ２６番について、農地所有適格法人で認定農業者である借人は複

合経営をしており、田２筆１，７９８㎡を新規１１年の使用貸借権

を設定し、そばを生産するものです。 

以上、２６番につきましてご審議をお願いいたします。 

 

議 長 ただいま説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用集

積計画の決定について、２６番について承認といたします。 

２６番関係委員の議事参与制限を解きます。 

 続きまして２７番は委員案件であります。該当委員は議事参与で

きませんのでお願いします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩 坂 書 記 ２７番について、認定農業者である借人は水稲の経営をしてお

り、田３筆２，４６７㎡を新規５年の使用貸借権を設定し、水稲を

生産するものです。 

以上、２７番につきましてご審議をお願いいたします。 

 

議 長 ただいま説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用集

積計画の決定について、２７番について承認といたします。 



２７番関係委員の議事参与制限を解きます。 

 引き続きまして、農用地利用集積計画の決定について、２８番以

降について議題といたします。 

 

事務局の説明を願います。 

 

舩 坂 書 記 それでは引き続き、２８番以降のご説明をいたします。 

２８番について、認定農業者である借人は水稲の経営をしてお

り、田３筆２，００９㎡を新規５年の使用貸借権を設定し、水稲を

生産するものです。 

２９番について、認定農業者である借人は果樹（りんご、桃、ぶ

どう）の経営をしており、畑１筆３６８㎡の内１５０㎡を新規５年

の使用貸借権を設定し、果樹を生産するものです。 

３０番について、認定農業者である借人は酪農（５０頭）の経営

をしており、田１筆９０１㎡を新規１０年の使用貸借権を設定し、

飼料作物（トウモロコシ）を生産するものです。 

３１～３５番について、認定農業者である借人は水稲の経営をし

ており、田７筆８，２１７㎡を新規６年の賃貸借権を設定し、水稲

を生産するものです。 

３６番について、借人は水稲の経営をしており、田１筆４５７㎡

を新規５年の解除条件付き賃貸借権を設定し、水稲を生産するもの

です。 

３７番について、農地所有適格法人で認定農業者である借人は水

稲の経営をしており、田３筆２，８２５㎡を新規１０年の使用貸借

権を設定し、水稲を生産するものです。 

３８番について、認定農業者である借人は水稲、施設園芸（トマ

ト）の経営をしており、田、畑２筆３，１３５㎡を更新１年の賃貸

借権を設定し、引き続き施設園芸によりトマトを生産するもので

す。 

３９番について、農地所有適格法人で認定農業者である借人は肉

用牛（一貫５００頭）の経営をしており、田２筆２，００７㎡を新

規１０年の使用貸借権を設定し、牧草地として利用するものです。 

４０番について、認定農業者である借人は水稲、施設園芸（ほう

れん草）の経営をしており、田１筆６８８㎡を新規８年の賃貸借権

を設定し、水稲を生産するものです。 

４１番について、認定農業者である借人は水稲の経営をしてお



り、田１筆２，００９㎡を新規８年の賃貸借権を設定し、水稲を生

産するものです。 

４２～４５番について、認定農業者である借人は水稲、施設園芸

（ほうれん草）の経営をしており、田９筆７，９９９㎡を新規１０

～１１年の賃貸借権を設定し、水稲、施設園芸によるほうれん草を

生産するものです。 

４６～４８番について、認定農業者である借人は水稲、肉用牛（１

頭）の経営をしており、田３筆３，５０６㎡を更新６年の賃貸借権

を設定し、引き続き牧草地として利用するものです。 

４９～５４番について、人・農地プランに位置付けられた担い手

である借人は水稲の経営をしており、田、畑１６筆１６，９４８㎡

を新規３～５年の賃貸借権、使用貸借権を設定し、水稲を生産する

ものです。 

５５番について、地域の担い手である借人は施設園芸（ほうれん

草）、露地野菜の経営をしており、田１筆１，５５８㎡を更新３年

の賃貸借権を設定し、施設園芸によりほうれん草を生産するもので

す。 

５６番について、人・農地プランに位置付けられた担い手である

借人は水稲、施設園芸（ほうれん草）の経営をしており、田１筆１，

６９１㎡を更新５年の賃貸借権を設定し、水稲を生産するもので

す。 

５７～６３番について、農地所有適格法人で認定農業者である借

人は水稲の経営をしており、田１９筆１９，９３１㎡を新規、更新

３～１０年の賃貸借権を設定し、水稲を生産するものです。 

６４番について、認定農業者である借人は水稲、施設園芸（トマ

ト）、果樹（りんご）の経営をしており、畑８筆３，２３３㎡を新

規１０年の賃貸借権を設定し、ブルーベリーを生産するものです。 

６５～６８番について、農地所有適格法人で認定農業者である借

人は水稲、露地野菜の経営をしており、田６筆６，８３７㎡を新規

１０年の賃貸借権を設定し、水稲を生産するものです。 

６９番について、農地利用集積円滑化団体である借人は、円滑化

事業に伴い農地所有者より委任を受け、田２筆９５８㎡を新規１０

年の賃貸借権を設定するものです。 

７０番について、飛騨市の農地所有適格法人で認定農業者である

借人は水稲、施設園芸の経営をしており、田２筆９５８㎡を新規１

０年の賃貸借権を設定し、水稲を生産するものです。 



以上、２８番以降につきましてご審議をお願いいたします。 

 

議 長 ただいまの説明の件に対し、ご意見等ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

議 長 意見がございませんので、異議なしと認めまして、農用地利用集

積計画の決定については、２８番以降について承認といたします。 

以上で本日予定していました議事は終わりましたが、その他ご意

見等ございませんか。 

 

（発言なし） 

 

それではこれをもちまして、第２３回高山市農業委員会を閉会い

たします。ありがとうございました。  

 

午後２時１５分 終了 

 

  



 

 

 

 

議 事 録 署 名 者 

 

本林 正樹  議長 

 

 

 

 

野村 光吉 委員 

 

 

 

 

杉本 彰信 委員 

 

 

 

 

 

 


